
専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
一
七

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論

─
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
規
範
理
論
研
究
の
原
点

─塚

　
　本

　
　晴
二
朗

は
じ
め
に

一
九
八
五
年
、
世
界
初
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
学
術
雑
誌Jou

rn
al of M

ass M
ed

ia E
th

ics

が
創
刊
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
が
、「
成
長
産
業
（
１
）

」
に
転
じ
た
と
さ
れ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年

代
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
突
然
そ
う
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
場
合
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら

一
九
六
〇
年
代
の
間
が｢

低
調
期
（
２
）｣

と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
低
調
期
と
い
わ
れ
る
時
期
に
、
何
ら
み
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
、
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
今
日
の
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
が
、
個
々
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
道
徳
に
関
す
る
考

論

　説

（
一
〇
三
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
一
八

察
に
と
ど
ま
ら
ず
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
役
割
を
視
野
に
入
れ
た
、
規
範
理
論
研
究
へ
と
展
開
し
て
い
く
原
点

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
論
は
、
こ
の
低
調
期
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
展
開
を

み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
、
専
門
職
教
育
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
「
一
時
的
活
況
」

一
八
〇
〇
年
代
後
半
、
ア
メ
リ
カ
は
急
速
な
工
業
化
、
機
械
化
、
都
市
化
を
迎
え
、
社
会
的
、
文
化
的
、
政
治
的
に
大
き
く
変
化
し
た
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
そ
う
し
た
時
代
の
中
に
あ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
読
者
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
に
応
え
る
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・

プ
レ
ス
の
性
格
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
っ
た
。
新
し
い
技
術
を
取
り
入
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
企
業
と
し
て
の
姿
を
、
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
わ
る
状
況
の
変
化
を
具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
電
信
は
一
八
六
八
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
に
全
米
に
敷
設
さ

れ
た
回
線
の
マ
イ
ル
数
が
、
九
万
七
五
九
四
マ
イ
ル
か
ら
九
三
万
三
一
五
三
マ
イ
ル
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
電
信
の
使
用

料
は
、
一
八
七
六
年
に
は
一
メ
ッ
セ
ー
ジ
あ
た
り
平
均
約
五
一
セ
ン
ト
だ
っ
た
も
の
が
、
一
八
八
四
年
に
は
約
三
七
セ
ン
ト
と
値
下
が
り

し
て
い
る
。
蒸
気
機
関
等
に
よ
る
機
械
化
は
、
短
時
間
で
の
新
聞
の
大
量
印
刷
と
そ
の
輸
送
を
可
能
に
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
製

紙
業
界
に
お
け
る
機
械
化
が
、
新
聞
用
紙
の
費
用
低
減
へ
と
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
六
〇
年
代
中
盤
、
大
都
市
の
新
聞
社
は
新
聞
用

紙
に
総
支
出
の
四
五
％
か
ら
五
〇
％
を
費
や
し
て
い
た
が
、
一
八
八
〇
年
ま
で
に
は
一
七
％
に
低
下
し
て
い
る
（
３
）

。
新
聞
雑
誌
等
の
購
読
者

の
拡
大
の
た
め
に
は
必
須
で
あ
る
教
育
も
、
こ
の
時
期
に
発
展
し
た
。
一
八
七
〇
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
の
子
供
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル

（
一
〇
三
四
）
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に
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ど
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、
デ
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ラ
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け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
役
割
を
視
野
に
入
れ
た
、
規
範
理
論
研
究
へ
と
展
開
し
て
い
く
原
点

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
論
は
、
こ
の
低
調
期
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
展
開
を

み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
、
専
門
職
教
育
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
「
一
時
的
活
況
」

一
八
〇
〇
年
代
後
半
、
ア
メ
リ
カ
は
急
速
な
工
業
化
、
機
械
化
、
都
市
化
を
迎
え
、
社
会
的
、
文
化
的
、
政
治
的
に
大
き
く
変
化
し
た
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
そ
う
し
た
時
代
の
中
に
あ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
読
者
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
に
応
え
る
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・

プ
レ
ス
の
性
格
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
っ
た
。
新
し
い
技
術
を
取
り
入
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
企
業
と
し
て
の
姿
を
、
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
わ
る
状
況
の
変
化
を
具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
電
信
は
一
八
六
八
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
に
全
米
に
敷
設
さ

れ
た
回
線
の
マ
イ
ル
数
が
、
九
万
七
五
九
四
マ
イ
ル
か
ら
九
三
万
三
一
五
三
マ
イ
ル
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
電
信
の
使
用

料
は
、
一
八
七
六
年
に
は
一
メ
ッ
セ
ー
ジ
あ
た
り
平
均
約
五
一
セ
ン
ト
だ
っ
た
も
の
が
、
一
八
八
四
年
に
は
約
三
七
セ
ン
ト
と
値
下
が
り

し
て
い
る
。
蒸
気
機
関
等
に
よ
る
機
械
化
は
、
短
時
間
で
の
新
聞
の
大
量
印
刷
と
そ
の
輸
送
を
可
能
に
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
製

紙
業
界
に
お
け
る
機
械
化
が
、
新
聞
用
紙
の
費
用
低
減
へ
と
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
六
〇
年
代
中
盤
、
大
都
市
の
新
聞
社
は
新
聞
用

紙
に
総
支
出
の
四
五
％
か
ら
五
〇
％
を
費
や
し
て
い
た
が
、
一
八
八
〇
年
ま
で
に
は
一
七
％
に
低
下
し
て
い
る
（
３
）

。
新
聞
雑
誌
等
の
購
読
者

の
拡
大
の
た
め
に
は
必
須
で
あ
る
教
育
も
、
こ
の
時
期
に
発
展
し
た
。
一
八
七
〇
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
の
子
供
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル

（
一
〇
三
四
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
一
九

就
学
率
は
、
五
七
％
か
ら
七
二
％
に
上
昇
し
、
高
校
の
数
は
一
八
六
〇
年
に
は
一
〇
〇
校
程
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
八
八
〇
年
に
は

八
〇
〇
校
と
な
り
、
一
九
〇
〇
年
に
は
六
〇
〇
〇
校
に
急
増
し
た
。
ま
た
識
字
率
も
人
口
の
八
割
程
か
ら
九
割
近
く
に
ま
で
上
昇
し
て
い

る
。
こ
れ
に
伴
い
、
一
八
七
〇
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
の
間
に
、
英
字
日
刊
紙
の
総
数
は
四
八
九
紙
か
ら
一
九
六
七
紙
へ
と
増
加
し
、

日
刊
の
刊
行
物
の
総
発
行
部
数
は
、
二
六
〇
万
部
か
ら
一
五
〇
〇
万
部
へ
と
上
昇
し
た
（
４
）

。

新
聞
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
プ
レ
ス
と
し
て
の
地
位
確
立
は
、
商
業
主
義
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ピ
ュ
リ
ツ
ァ
ー
と
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ラ
ン
ド
ル
フ
・
ハ
ー
ス
ト
の
イ
エ
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
激
し
い
販
売
競
争
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な

り
、
紙
面
に
お
け
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
促
進
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
新
聞
業
界
の
商
業
主
義
が
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ

ル
な
紙
面
に
結
び
つ
い
た
の
は
、「
売
れ
る
紙
面
」
を
目
ざ
す
編
集
方
針
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
紙
面
作
り
と
記

者
の
活
動
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
、「
正
規
の
記
者
と
、
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
出
来
高
払
い
の
契
約
記
者
と
の
競
争
は
、
た
ぶ
ん

そ
の
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
既
に
、
当
時
の
記
者
の
支
払
い
と
仕
事
の
シ
ス
テ
ム
が
、
ニ
ュ
ー
ス
の
中
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
促

進
す
る
傾
向
（
５
）

」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
が
、「
記
者
が
書
い
た
記
事
の
コ
ラ
ム
・
イ
ン
チ
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ

る
（
６
）

」
も
の
で
あ
っ
た
。
契
約
記
者
達
は
、
生
活
の
た
め
に
少
し
で
も
多
く
自
ら
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

な
り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
取
材
と
記
事
執
筆
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
新
聞
業
界
の
販
売
競
争
は
、
少
し
で
も
人
件
費
を
浮
か
せ
よ
う
と
す
る

経
営
方
針
を
生
み
、
そ
れ
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
契
約
記
者
達
の
生
存
競
争
が
、
イ
エ
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
傾
向
を
よ
り
助
長
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
激
し
い
批
判
と
反
感
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
レ
ン

と
ル
イ
ス
・
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
論
文T

he R
ight to P

rivacy

は
、
そ
う
し
た
批
判
の
代
表
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
二
人
は

（
一
〇
三
五
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
二
〇

「
プ
レ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
礼
儀
や
品
位
の
境
界
を
踏
み
越
え
て
い
る
。
ゴ
シ
ッ
プ
は
、
も
は
や
、
く
だ
ら
な

い
た
ち
の
悪
い
退
屈
し
の
ぎ
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
ず
う
ず
う
し
く
も
プ
レ
ス
業
界
に
と
っ
て
は
、
従
事
す
べ
き
本
業
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
好
色
な
興
味
を
満
た
す
た
め
に
、
性
的
関
係
に
つ
い
て
の
詳
述
が
、
毎
日
の
紙
面
中
に
、
鏤
め
ら
れ
て
い
る
。
怠
惰
な
も
の
を
引

き
付
け
る
た
め
に
、
記
事
と
い
う
記
事
は
、
く
だ
ら
な
い
ゴ
シ
ッ
プ
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
記
事
は
、
家
庭
生
活
内

へ
の
侵
入
に
よ
っ
て
の
み
、
書
か
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
７
）

」
と
、
当
時
の
新
聞
を
酷
評
し
、
誰
も
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
か
ら
法
的
に

保
護
さ
れ
る
必
要
性
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
受
け
の
良
い
新
聞
に
は
、
ニ
ュ
ー
ス
の
虚
偽
や
偏
向
と
い
っ
た
苦
情
も
非
常
に
多
く
伴
っ
た

の
で
あ
る
。

一
方
、
一
八
〇
〇
年
代
後
半
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
変
化
は
、
大
学
教
育
に
関
し
て
も
み
ら
れ
た
。
一
八
六
二
年
制
定
の
モ
リ
ル
法
に
よ

る
政
府
補
助
や
新
興
富
裕
層
に
よ
る
財
政
支
援
を
受
け
て
、
州
立
大
学
も
私
立
大
学
も
著
し
い
発
展
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
（
８
）

。
こ
の
モ
リ
ル

法
は
、
農
科
大
学
設
立
を
目
的
と
し
た
公
有
地
払
下
げ
の
法
律
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
切
っ
掛
け
と
し
て
、
大
学
に
お
け
る
専
門
職
教

育
の
論
理
が
活
発
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
、
モ
リ
ル
法
の
後
に
続
い
た
専
門
職
教
育
の

う
ね
り
と
と
も
に
大
学
教
育
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
（
９
）

。

大
学
に
お
け
る
専
門
職
教
育
が
活
発
に
論
じ
ら
れ
る
中
で
、
プ
レ
ス
は
自
ら
の
道
徳
的
堕
落
を
認
め
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り
方
を

改
善
し
て
い
こ
う
と
動
き
出
し
た
。
そ
の
動
き
は
、
専
門
職
教
育
や
倫
理
綱
領
の
制
定
等
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
一
八
〇
〇
年
代
後
半
、

州
立
大
学
も
私
立
大
学
も
そ
の
数
を
増
や
し
て
い
く
中
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
専
門
職
業
人
と
し
て
大
学
教
育
で
養
成
し
よ
う
と
い
う

流
れ
が
確
立
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
一
九
一
五
年
ま
で
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
の
講
座
も
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
カ
ン

ザ
ス
、
カ
ン
ザ
ス
・
ス
テ
イ
ト
、
ミ
ズ
ー
リ
、
モ
ン
タ
ナ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
オ
レ
ゴ
ン
、
ワ
シ
ン
ト
ン
と
い
っ
た
各
大
学
に
置
か
れ
、
他

（
一
〇
三
六
）
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法
学
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五
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一
二
〇

「
プ
レ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
礼
儀
や
品
位
の
境
界
を
踏
み
越
え
て
い
る
。
ゴ
シ
ッ
プ
は
、
も
は
や
、
く
だ
ら
な

い
た
ち
の
悪
い
退
屈
し
の
ぎ
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
ず
う
ず
う
し
く
も
プ
レ
ス
業
界
に
と
っ
て
は
、
従
事
す
べ
き
本
業
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
好
色
な
興
味
を
満
た
す
た
め
に
、
性
的
関
係
に
つ
い
て
の
詳
述
が
、
毎
日
の
紙
面
中
に
、
鏤
め
ら
れ
て
い
る
。
怠
惰
な
も
の
を
引

き
付
け
る
た
め
に
、
記
事
と
い
う
記
事
は
、
く
だ
ら
な
い
ゴ
シ
ッ
プ
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
記
事
は
、
家
庭
生
活
内

へ
の
侵
入
に
よ
っ
て
の
み
、
書
か
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
７
）

」
と
、
当
時
の
新
聞
を
酷
評
し
、
誰
も
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
か
ら
法
的
に

保
護
さ
れ
る
必
要
性
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
受
け
の
良
い
新
聞
に
は
、
ニ
ュ
ー
ス
の
虚
偽
や
偏
向
と
い
っ
た
苦
情
も
非
常
に
多
く
伴
っ
た

の
で
あ
る
。

一
方
、
一
八
〇
〇
年
代
後
半
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
変
化
は
、
大
学
教
育
に
関
し
て
も
み
ら
れ
た
。
一
八
六
二
年
制
定
の
モ
リ
ル
法
に
よ

る
政
府
補
助
や
新
興
富
裕
層
に
よ
る
財
政
支
援
を
受
け
て
、
州
立
大
学
も
私
立
大
学
も
著
し
い
発
展
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
（
８
）

。
こ
の
モ
リ
ル

法
は
、
農
科
大
学
設
立
を
目
的
と
し
た
公
有
地
払
下
げ
の
法
律
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
切
っ
掛
け
と
し
て
、
大
学
に
お
け
る
専
門
職
教

育
の
論
理
が
活
発
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
、
モ
リ
ル
法
の
後
に
続
い
た
専
門
職
教
育
の

う
ね
り
と
と
も
に
大
学
教
育
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
（
９
）

。

大
学
に
お
け
る
専
門
職
教
育
が
活
発
に
論
じ
ら
れ
る
中
で
、
プ
レ
ス
は
自
ら
の
道
徳
的
堕
落
を
認
め
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り
方
を

改
善
し
て
い
こ
う
と
動
き
出
し
た
。
そ
の
動
き
は
、
専
門
職
教
育
や
倫
理
綱
領
の
制
定
等
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
一
八
〇
〇
年
代
後
半
、

州
立
大
学
も
私
立
大
学
も
そ
の
数
を
増
や
し
て
い
く
中
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
専
門
職
業
人
と
し
て
大
学
教
育
で
養
成
し
よ
う
と
い
う

流
れ
が
確
立
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
一
九
一
五
年
ま
で
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
の
講
座
も
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
カ
ン

ザ
ス
、
カ
ン
ザ
ス
・
ス
テ
イ
ト
、
ミ
ズ
ー
リ
、
モ
ン
タ
ナ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
オ
レ
ゴ
ン
、
ワ
シ
ン
ト
ン
と
い
っ
た
各
大
学
に
置
か
れ
、
他

（
一
〇
三
六
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
二
一

の
大
学
で
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
法
の
講
座
の
中
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
の
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た

「
倫
理
綱
領
（C

odes of E
thics

）
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
自
身
へ
の
批
判
に
答
え
る
た
め
と
自
ら
の
最
善
の
業
務
を

明
確
に
す
る
た
め
に
使
用
し
た
主
た
る
手
段
（
10
）

」
で
あ
っ
た
。

一
九
一
〇
年
に
採
択
さ
れ
た
カ
ン
ザ
ス
編
集
者
協
会
（K

ansas E
ditorial A

ssociation

）
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら

一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
、
州
の
プ
レ
ス
協
会
や
個
々
の
新
聞
社
で
、
倫
理
綱
領
が
採
択
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
流
れ
の
一
つ
の
頂
点
と

い
え
る
の
が
、
一
九
二
三
年
に
制
定
さ
れ
、
後
に
日
本
の
新
聞
倫
理
綱
領
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
、
ア
メ
リ
カ
新
聞
編
集
者
協
会

（A
m

erican S
ociety of N

ew
spaper E

ditors

）
の
倫
理
綱
領
（C

anons of Journalism （
11
））

で
あ
る
。

大
学
に
お
い
て
専
門
職
教
育
が
な
さ
れ
、
当
該
専
門
職
に
従
事
す
る
者
の
職
能
団
体
が
設
立
さ
れ
、
当
該
団
体
に
所
属
す
る
者
が
遵
守

す
べ
き
倫
理
綱
領
が
制
定
さ
れ
る
、
と
い
う
専
門
職
の
三
本
柱
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
も
形
成
さ
れ
て
い
く
と
、
そ
の
動
き
に
続
い
て
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
五
文
献
が
、
集
中
的
に
刊
行
さ
れ
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理

学
の
「
一
時
的
活
況
（
12
）

」
と
呼
ば
れ
る
時
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
五
文
献
と
は
、
ネ
ル
ソ
ン
・
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
のT

h
e E

th
ics of  

Jou
rn

alism
 

（1924

）、
レ
オ
ン
・
フ
リ
ン
ト
のT

h
e C

on
scien

ce of  th
e N

ew
spaper 

（1925

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ボ
ン
ズ
の

N
ew

spaper E
th

ics 

（1926

）、
ポ
ー
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
のT

h
e N

ew
spaper an

d
 R

espon
sibility 

（1929

）、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ヘ
ニ
ン
グ

のE
th

ics an
d

 P
ractice in

 Jou
rn

alism
 

（1932

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
は
、
そ
れ
ま
で
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
倫

理
学
の
営
み
を
基
盤
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
記
者
と
取
材
源
、
経
済
的
な
誘
惑
と
利
害
衝
突
、
国
家
安
全
保
障
、
自
由
な
プ
レ
ス
と
公
平

な
裁
判
、
欺
く
こ
と
、
公
正
さ
、
正
確
さ
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
っ
た
問
題
等
を
扱
っ
て
お
り
、
今
日
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
文
献
の
内
容
と
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
（
13
）

。

（
一
〇
三
七
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
二
二

例
え
ば
、
ギ
ボ
ン
ズ
のN

ew
spaper E

th
ics

は
、
第
４
章
「
新
聞
と
公
衆
」、
第
７
章
「
新
聞
の
責
任
」、
第
８
章
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

に
お
け
る
新
聞
」
に
お
い
て
、
後
に
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
、
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
論
と
大
要
に
お
い
て
、
ほ

ぼ
同
様
な
理
論
の
輪
郭
を
描
い
て
い
る
（
14
）

。
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
時
的
活
況
を
呈
し
た
理
由
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
倫
理
観
を
も
っ
た

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
、
大
学
教
育
に
よ
っ
て
養
成
し
よ
う
と
い
う
風
潮
が
高
ま
り
だ
し
た
た
め
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
講
座
の

テ
キ
ス
ト
が
必
要
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
世
紀
を
通
じ
て
道
徳
哲
学
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
、
最
も
重
要
な
講
座
で
あ
っ
た
。
中
世
の
大
学
以

来
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
道
徳
哲
学
は
、
知
識
の
異
な
る
分
野
に
知
的
統
一
を
与
え
て
、
学
生
に
善
良
な
市
民
た
る
準
備
を
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
。
道
徳
哲
学
の
講
座
の
主
な
構
成
要
素
は
、
倫
理
学
の
理
論
的
支
柱
で
あ
り
、
倫
理
学
原
理
は
道
徳
的
感
性
を
喚
起
し
、
最

良
の
長
期
的
指
針
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
学
に
お
け
る
専
門
職
教
育
の
一
つ
と
な
っ
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
に
も
、
専
門
職

倫
理
教
育
は
重
要
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
が
大
学
の
高
等
教
育
に
な
っ
た
二
〇
世
紀
初
頭
、
道
徳
哲

学
は
衰
退
期
に
あ
っ
た
。
純
粋
な
知
識
は
科
学
的
な
自
然
法
則
に
お
い
て
の
み
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
す
る
、
科
学
的
自
然

主
義
が
こ
の
時
期
の
知
識
構
造
を
秩
序
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
哲
学
的
な
問
い
は
、
自
然
科
学
そ
の
も
の
に
難
癖
を
つ
け
る
こ
と
で
あ

り
、
す
べ
て
の
有
意
な
知
識
と
は
、
絶
え
ず
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
等
の
模
範
的
な
学
問
分
野
と
共
に
あ
っ
た
。
自
然
科
学
の
進
歩
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
者
を
含
む
研
究
者
達
に
、
そ
の
方
法
論
と
原
理
を
促
進
さ
れ
な
が
ら
、
称
賛
さ
れ
る
理
想
と
な
っ
た
（
15
）

。

大
学
教
育
で
支
配
的
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
専
門
職
に
お
い
て
も
、
そ
の
倫
理
の
判
断
基
準
は
、
科
学
的
な
基
盤
に
裏

付
け
ら
れ
た
技
術
的
な
専
門
知
の
熟
達
と
使
い
こ
な
し
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
医
師
の
実
務
に
お
い
て
、
専
門
職
的
道
徳
性
の
た
め
の
規

範
的
モ
デ
ル
は
、
健
康
に
関
わ
る
科
学
の
正
し
い
応
用
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
専
門
職
教
育
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ

（
一
〇
三
八
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
二
二

例
え
ば
、
ギ
ボ
ン
ズ
のN

ew
spaper E

th
ics

は
、
第
４
章
「
新
聞
と
公
衆
」、
第
７
章
「
新
聞
の
責
任
」、
第
８
章
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

に
お
け
る
新
聞
」
に
お
い
て
、
後
に
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
、
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
論
と
大
要
に
お
い
て
、
ほ

ぼ
同
様
な
理
論
の
輪
郭
を
描
い
て
い
る
（
14
）

。
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
時
的
活
況
を
呈
し
た
理
由
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
倫
理
観
を
も
っ
た

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
、
大
学
教
育
に
よ
っ
て
養
成
し
よ
う
と
い
う
風
潮
が
高
ま
り
だ
し
た
た
め
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
講
座
の

テ
キ
ス
ト
が
必
要
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
世
紀
を
通
じ
て
道
徳
哲
学
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
、
最
も
重
要
な
講
座
で
あ
っ
た
。
中
世
の
大
学
以

来
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
道
徳
哲
学
は
、
知
識
の
異
な
る
分
野
に
知
的
統
一
を
与
え
て
、
学
生
に
善
良
な
市
民
た
る
準
備
を
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
。
道
徳
哲
学
の
講
座
の
主
な
構
成
要
素
は
、
倫
理
学
の
理
論
的
支
柱
で
あ
り
、
倫
理
学
原
理
は
道
徳
的
感
性
を
喚
起
し
、
最

良
の
長
期
的
指
針
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
学
に
お
け
る
専
門
職
教
育
の
一
つ
と
な
っ
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
に
も
、
専
門
職

倫
理
教
育
は
重
要
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
が
大
学
の
高
等
教
育
に
な
っ
た
二
〇
世
紀
初
頭
、
道
徳
哲

学
は
衰
退
期
に
あ
っ
た
。
純
粋
な
知
識
は
科
学
的
な
自
然
法
則
に
お
い
て
の
み
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
す
る
、
科
学
的
自
然

主
義
が
こ
の
時
期
の
知
識
構
造
を
秩
序
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
哲
学
的
な
問
い
は
、
自
然
科
学
そ
の
も
の
に
難
癖
を
つ
け
る
こ
と
で
あ

り
、
す
べ
て
の
有
意
な
知
識
と
は
、
絶
え
ず
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
等
の
模
範
的
な
学
問
分
野
と
共
に
あ
っ
た
。
自
然
科
学
の
進
歩
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
者
を
含
む
研
究
者
達
に
、
そ
の
方
法
論
と
原
理
を
促
進
さ
れ
な
が
ら
、
称
賛
さ
れ
る
理
想
と
な
っ
た
（
15
）

。

大
学
教
育
で
支
配
的
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
専
門
職
に
お
い
て
も
、
そ
の
倫
理
の
判
断
基
準
は
、
科
学
的
な
基
盤
に
裏

付
け
ら
れ
た
技
術
的
な
専
門
知
の
熟
達
と
使
い
こ
な
し
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
医
師
の
実
務
に
お
い
て
、
専
門
職
的
道
徳
性
の
た
め
の
規

範
的
モ
デ
ル
は
、
健
康
に
関
わ
る
科
学
の
正
し
い
応
用
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
専
門
職
教
育
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ

（
一
〇
三
八
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
二
三

リ
ズ
ム
教
育
の
一
環
と
し
て
、
大
学
に
講
座
が
置
か
れ
出
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
は
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
道
徳
哲
学
と
は
、

ま
っ
た
く
か
け
離
れ
て
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
16
）

。

科
学
的
自
然
主
義
を
事
実
と
価
値
の
二
分
法
に
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
道
徳
性
は
、
中
立
的
な
デ
ー
タ
の

不
偏
不
党
報
道
と
同
義
に
な
っ
た
。
客
観
報
道
は
単
な
る
技
術
で
は
な
く
、
道
徳
的
規
範
で
も
あ
っ
た
。
情
報
を
伝
え
る
こ
と
か
ら
価
値

判
断
を
対
象
外
に
す
る
こ
と
は
、
美
徳
と
考
え
ら
れ
た
。
科
学
、
技
術
、
専
門
職
等
の
進
歩
と
歩
調
を
合
わ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
道
徳
哲
学

は
、
そ
の
代
わ
り
衒
学
的
な
範
疇
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
一
時
的
活
況
は
、
道
徳

哲
学
の
領
域
外
で
起
き
た
も
の
で
あ
る
。
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
は
、
専
門
職
や
社
会
科
学
・
自
然
科
学
と
い
っ
た
、
大
学
に
お
い
て
ま

す
ま
す
支
配
的
に
な
っ
て
い
く
も
の
か
ら
、
流
刑
者
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
17
）

。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
、
道
徳
哲
学
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
居
場
所
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
科
学
的
自
然
主
義
の
時
代

に
あ
っ
て
は
、
価
値
観
が
伴
う
行
為
規
範
の
構
築
よ
り
も
、
科
学
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
く
客
観
報
道
の
追
求
の
方
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
倫
理
を
考
え
る
た
め
に
は
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
を
境
と
し
て
、「
倫
理
」
と
い
う
言
葉
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の

文
献
タ
イ
ト
ル
か
ら
四
〇
年
間
姿
を
消
す
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
一
九
二
〇
年
代
を
中
心
と
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学

研
究
の
高
ま
り
は
、
皮
肉
に
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
専
門
職
と
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
一
時
的
活
況
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
以
後
一
九
七
〇

年
代
ま
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
は
低
調
期
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

（
一
〇
三
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
二
四

二
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
（
18
）
と
『
自
由
で
責
任
あ
る
プ
レ
ス 

（A
 F

ree an
d

 R
espon

sible P
ress

）』

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
低
調
期
真
っ
只
中
の
一
九
四
七
年
に
発
表
さ
れ
た
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
報
告
書
『
自
由
で
責

任
あ
る
プ
レ
ス
』
は
、
発
表
当
時
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
業
界
か
ら
賛
同
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
（
20
）

」。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
「
国

際
的
に
も
国
内
的
に
も
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
未
知
の
時
代
の
プ
レ
ス
理
論
の
新
し
い
枠
組
み
（
21
）

」
だ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。「
世
界
が
模
倣
す
べ
き
ア
メ
リ
カ
発
の
指
標
と
い
う
の
で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
が
プ
レ
ス
の
た
め
に
有
効
な
哲
学

や
政
策
を
展
開
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
一
種
（
22
）

」
と
い
う
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
国
々
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
考
え
方
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
古
典
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
研
究
は
、
そ
の
組
織
の
名
前
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
倫
理
学
を
研
究

対
象
に
絞
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
へ
の
出
資
者
で
、
五
大
雑
誌
出
版
社
の
一
つ
タ
イ
ム
社
の
ヘ
ン

リ
ー
・
ル
ー
ス
は
、
検
閲
と
メ
デ
ィ
ア
企
業
経
営
へ
の
政
府
の
介
入
が
関
心
事
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ス
に
と
っ
て
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
検

閲
は
、
自
ら
も
報
道
絡
み
で
妻
が
拘
束
さ
れ
た
経
験
を
持
つ
た
め
、
生
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
当
時
の
政
府
は
、
メ
デ
ィ
ア
企
業

の
独
占
寡
占
化
を
懸
念
し
、
メ
デ
ィ
ア
企
業
の
経
営
を
多
様
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ル
ー
ス
の
所
有
す
る
巨
大
メ
デ
ィ
ア
企
業
（
23
）

は
、

政
府
が
調
査
に
乗
り
出
す
べ
き
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
ル
ー
ス
は
、
一
九
四
二
年
一
二
月
に
古
典
的
な
「
思
想

の
自
由
市
場
論
」
を
再
肯
定
す
る
よ
う
な
結
果
を
期
待
し
て
、
シ
カ
ゴ
大
学
総
長
ロ
バ
ー
ト
・
Ｍ
・
ハ
ッ
チ
ン
ス
に
プ
レ
ス
の
自
由
に
関

す
る
検
討
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
（
24
）

。

翌
年
、
タ
イ
ム
社
か
ら
二
〇
万
ド
ル
、
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
社
か
ら
一
万
五
千
ド
ル
と
い
う
資
金
を
受
け
て
、
プ

（
19
）

（
一
〇
四
〇
）
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一
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四

二
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
（
18
）
と
『
自
由
で
責
任
あ
る
プ
レ
ス 

（A
 F

ree an
d

 R
espon

sible P
ress

）』

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
低
調
期
真
っ
只
中
の
一
九
四
七
年
に
発
表
さ
れ
た
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
報
告
書
『
自
由
で
責

任
あ
る
プ
レ
ス
』
は
、
発
表
当
時
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
業
界
か
ら
賛
同
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
（
20
）

」。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
「
国

際
的
に
も
国
内
的
に
も
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
未
知
の
時
代
の
プ
レ
ス
理
論
の
新
し
い
枠
組
み
（
21
）

」
だ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。「
世
界
が
模
倣
す
べ
き
ア
メ
リ
カ
発
の
指
標
と
い
う
の
で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
が
プ
レ
ス
の
た
め
に
有
効
な
哲
学

や
政
策
を
展
開
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
一
種
（
22
）

」
と
い
う
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
国
々
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
考
え
方
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
古
典
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
研
究
は
、
そ
の
組
織
の
名
前
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
倫
理
学
を
研
究

対
象
に
絞
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
へ
の
出
資
者
で
、
五
大
雑
誌
出
版
社
の
一
つ
タ
イ
ム
社
の
ヘ
ン

リ
ー
・
ル
ー
ス
は
、
検
閲
と
メ
デ
ィ
ア
企
業
経
営
へ
の
政
府
の
介
入
が
関
心
事
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ス
に
と
っ
て
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
検

閲
は
、
自
ら
も
報
道
絡
み
で
妻
が
拘
束
さ
れ
た
経
験
を
持
つ
た
め
、
生
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
当
時
の
政
府
は
、
メ
デ
ィ
ア
企
業

の
独
占
寡
占
化
を
懸
念
し
、
メ
デ
ィ
ア
企
業
の
経
営
を
多
様
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ル
ー
ス
の
所
有
す
る
巨
大
メ
デ
ィ
ア
企
業
（
23
）

は
、

政
府
が
調
査
に
乗
り
出
す
べ
き
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
ル
ー
ス
は
、
一
九
四
二
年
一
二
月
に
古
典
的
な
「
思
想

の
自
由
市
場
論
」
を
再
肯
定
す
る
よ
う
な
結
果
を
期
待
し
て
、
シ
カ
ゴ
大
学
総
長
ロ
バ
ー
ト
・
Ｍ
・
ハ
ッ
チ
ン
ス
に
プ
レ
ス
の
自
由
に
関

す
る
検
討
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
（
24
）

。

翌
年
、
タ
イ
ム
社
か
ら
二
〇
万
ド
ル
、
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
社
か
ら
一
万
五
千
ド
ル
と
い
う
資
金
を
受
け
て
、
プ

（
19
）

（
一
〇
四
〇
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
二
五

レ
ス
の
自
由
委
員
会
が
結
成
さ
れ
た
。
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
プ
レ
ス
の
関
係
者
五
八
人
の
証
言
を
聞
き
、
プ
レ
ス
に
関
心
を
も
つ
産

業
界
、
政
府
、
民
間
機
関
等
の
二
二
五
人
以
上
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
二
、
三
日
に
わ
た
る
会
合
を
一
七
回
開
き
、
一
七
六
の
文
書
を
検

討
し
た
（
25
）

。

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、
プ
レ
ス
の
当
時
の
状
況
の
特
徴
と
し
て
、
事
業
体
の
減
少
傾
向
を
挙
げ
て
い
る
。
当
時
は
、
小
さ
な
プ
レ

ス
の
淘
汰
が
進
ん
だ
所
が
多
か
っ
た
。
新
聞
で
は
日
刊
紙
の
発
行
数
が
、
一
九
〇
九
年
の
二
六
〇
〇
紙
を
ピ
ー
ク
と
し
て
減
少
し
続
け
、

目
下
一
七
五
〇
紙
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
日
刊
紙
が
発
行
さ
れ
て
い
る
都
市
の
中
で
も
、
競
合
紙
が
あ
る
の
は
一
一
七
都
市
だ
け
で
、
約

一
二
分
の
一
と
な
っ
て
い
た
。
ど
の
都
市
に
も
競
合
す
る
日
刊
紙
が
な
い
州
は
一
〇
州
で
、
ど
の
都
市
に
も
競
合
す
る
日
曜
紙
が
な
い
州

は
、
二
二
州
だ
っ
た
。
日
刊
紙
の
総
発
行
部
数
約
四
八
〇
〇
万
部
中
、
四
〇
％
が
競
合
紙
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
競
合
紙
が
存
在
す
る

の
は
大
都
市
だ
け
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
日
刊
紙
一
七
五
〇
紙
の
九
五
％
で
、
総
発
行
部
数
の
〇
・
二
％
を
除
く
全
て
が
、
Ａ
Ｐ
、

Ｕ
Ｐ
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
と
い
う
三
大
通
信
社
の
一
つ
か
そ
れ
以
上
か
ら
配
信
を
受
け
て
い
た
。
ラ
ジ
オ
は
四
大
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
映
画
は
八
大
社

が
あ
っ
た
。
出
版
は
、
雑
誌
出
版
社
に
も
、
書
籍
出
版
社
に
も
五
大
社
が
あ
っ
た
。

当
時
の
状
況
の
特
徴
は
、
プ
レ
ス
の
規
模
の
拡
大
に
伴
う
事
業
体
の
減
少
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
一
個
人
か
一
企
業
に
よ
っ
て
、
一
つ

あ
る
い
は
複
数
の
都
市
の
新
聞
や
そ
の
他
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
複
数
所
有
す
る
「
チ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
も
あ
げ
ら
れ
る
。

全
国
レ
ベ
ル
の
ハ
ー
ス
ト
、
ス
ク
リ
ッ
プ
ス
─

ハ
ワ
ー
ド
、
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
─

パ
タ
ー
ソ
ン
各
グ
ル
ー
プ
と
そ
れ
よ
り
も
小
さ
な
地
域
、

地
方
レ
ベ
ル
の
チ
ェ
ー
ン
は
、
全
米
の
新
聞
の
総
発
行
部
数
の
五
三
・
八
％
を
占
め
、
一
四
人
で
日
刊
紙
総
発
行
部
数
の
二
五
％
を
支
配

し
、
五
〇
人
足
ら
ず
で
日
曜
紙
総
発
行
部
数
の
ほ
ぼ
半
分
を
支
配
し
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
産
業
を
通
じ
て
、
小
さ
な
も
の
は
ご
く
限
ら
れ
た
周
縁
部
に
存
在
す
る
だ
け
で
、
新
規
事
業
を

（
一
〇
四
一
）
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）

一
二
六

興
す
機
会
は
、
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
（
26
）

。

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、
当
時
の
プ
レ
ス
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
、
と
結
論
づ
け
る
が
、
そ

の
理
由
を
次
の
三
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
、
人
々
に
対
す
る
プ
レ
ス
の
重
要
性
は
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
プ
レ
ス
の
発
展
と
共
に
、
著
し
く
増

大
し
て
き
た
。
同
時
に
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
プ
レ
ス
の
発
展
は
、
プ
レ
ス
を
通
じ
て
自
ら
の
意
見
や

考
え
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
々
の
割
合
を
、
著
し
く
減
少
さ
せ
て
き
た
。

二
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
プ
レ
ス
と
い
う
機
構
を
使
用
で
き
る
僅
か
な
人
々
は
、
社
会
の
必
要
に
対
し

て
十
分
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
こ
な
か
っ
た
。

三
、
プ
レ
ス
と
い
う
機
構
の
管
理
者
は
、
時
々
社
会
が
非
難
し
、
も
し
継
続
す
れ
ば
規
制
や
統
制
を
不
可
避
的
に
受
け
る
よ
う
な
こ

と
を
し
て
き
た
（
27
）

。

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、
個
人
の
表
現
の
自
由
と
プ
レ
ス
の
自
由
が
異
質
な
も
の
に
な
っ
た
と
捉
え
た
。
も
は
や
プ
レ
ス
の
自
由
は
、

古
典
的
な
思
想
の
自
由
市
場
論
の
範
疇
に
は
な
く
、
個
々
人
の
権
利
や
公
共
の
利
害
と
合
致
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
、
と
い
う
結
論
を
下

し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
危
機
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
五
つ
の
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
、
日
々
の
出
来
事
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の
誠
実
で
、
包
括
的
で
、
理
性
的
な
説
明
を

（
一
〇
四
二
）
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一
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六

興
す
機
会
は
、
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
（
26
）

。

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、
当
時
の
プ
レ
ス
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
、
と
結
論
づ
け
る
が
、
そ

の
理
由
を
次
の
三
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
、
人
々
に
対
す
る
プ
レ
ス
の
重
要
性
は
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
プ
レ
ス
の
発
展
と
共
に
、
著
し
く
増

大
し
て
き
た
。
同
時
に
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
プ
レ
ス
の
発
展
は
、
プ
レ
ス
を
通
じ
て
自
ら
の
意
見
や

考
え
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
々
の
割
合
を
、
著
し
く
減
少
さ
せ
て
き
た
。

二
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
プ
レ
ス
と
い
う
機
構
を
使
用
で
き
る
僅
か
な
人
々
は
、
社
会
の
必
要
に
対
し

て
十
分
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
こ
な
か
っ
た
。

三
、
プ
レ
ス
と
い
う
機
構
の
管
理
者
は
、
時
々
社
会
が
非
難
し
、
も
し
継
続
す
れ
ば
規
制
や
統
制
を
不
可
避
的
に
受
け
る
よ
う
な
こ

と
を
し
て
き
た
（
27
）

。

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、
個
人
の
表
現
の
自
由
と
プ
レ
ス
の
自
由
が
異
質
な
も
の
に
な
っ
た
と
捉
え
た
。
も
は
や
プ
レ
ス
の
自
由
は
、

古
典
的
な
思
想
の
自
由
市
場
論
の
範
疇
に
は
な
く
、
個
々
人
の
権
利
や
公
共
の
利
害
と
合
致
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
、
と
い
う
結
論
を
下

し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
危
機
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
五
つ
の
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
、
日
々
の
出
来
事
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の
誠
実
で
、
包
括
的
で
、
理
性
的
な
説
明
を

（
一
〇
四
二
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
二
七

す
る
こ
と
。

二
、
解
説
と
批
判
の
交
換
の
場
で
あ
る
こ
と
。

三
、
社
会
を
構
成
す
る
諸
集
団
の
代
表
的
な
実
像
を
映
し
出
す
こ
と
。

四
、
社
会
の
諸
目
標
や
諸
価
値
を
提
示
し
、
説
明
す
る
こ
と
。

五
、
日
々
の
情
報
に
十
分
に
接
触
で
き
る
こ
と
（
28
）

。

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、
プ
レ
ス
の
巨
大
化
、
集
中
化
に
よ
っ
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
論
を
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
し
た
の
で
あ

る
。
意
見
を
自
由
に
交
換
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
古
典
的
な
思
想
の
自
由
市
場
論
は
、
全
て
の
人
々
が
意
見
の
表
明
を
す
る
こ
と
に

お
い
て
、
対
等
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
巨
大
化
、
集
中
化
し
た
プ
レ
ス
の
下
で
は
、
そ
れ
に
接
触
で
き
る
者
の
み
に
「
発

言
」
が
許
さ
れ
た
。
自
分
の
意
見
を
伝
え
る
手
段
を
持
た
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
に
正
し
い
意
見
で
あ
ろ
う
と
も
、
存
在
し
な
い
の
と
同
じ

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
典
的
な
自
由
市
場
の
原
理
に
は
、
二
〇
世
紀
の
よ
う
な
巨
大
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
よ
う
な
も

の
の
存
在
が
、
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
認
識
の
下
に
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、
政
府
、
プ
レ
ス
、
公
衆

そ
れ
ぞ
れ
が
な
し
う
る
行
動
を
勧
告
し
て
い
る
。

政
府
を
通
じ
て
な
さ
れ
う
る
こ
と

一
、
我
々
は
プ
レ
ス
の
自
由
の
憲
法
的
保
障
が
ラ
ジ
オ
や
映
画
を
含
む
も
の
と
認
識
す
る
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
す
る
。

二
、
我
々
は
政
府
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
産
業
に
お
け
る
新
規
の
起
業
を
促
進
し
、
そ
の
こ
と
が
新
し
い
技
術
の
導
入
を
助
長
し
、

（
一
〇
四
三
）



日
本
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八
十
五
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（
二
〇
二
〇
年
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）

一
二
八

反
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
っ
て
大
規
模
事
業
体
間
の
競
争
を
維
持
す
る
こ
と
、
し
か
し
そ
う
し
た
法
律
は
そ
の
よ
う
な
事
業
体
を
解
体
し

な
い
程
度
に
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
集
中
が
必
要
な
場
合
、
政
府
は
公
衆
が
そ
の
よ
う
な
集
中
で
利

益
を
得
る
か
に
気
を
つ
け
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

三
、
名
誉
毀
損
の
現
行
救
済
措
置
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
我
々
は
被
害
者
側
が
加
害
者
に
よ
る
事
実
の
取
り
消
し
あ
る
い
は
い
い

直
し
、
ま
た
は
反
論
の
機
会
を
獲
得
し
う
る
法
の
制
定
を
勧
告
す
る
。

四
、
我
々
は
暴
力
を
生
ず
る
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
が
存
在
し
な
い
場
合
、
我
が
国
の
制
度
の
革
命
的
変
革
の
た
め
の
表
現
を
禁
止

す
る
法
の
制
定
は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

五
、
我
々
は
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
政
府
が
そ
の
政
策
に
関
す
る
事
実
や
根
底
を
な
す
目
的
を
公

衆
に
伝
え
る
こ
と
と
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
民
間
機
関
が
政
府
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
務
ま
ら
な
い
か
務
め
よ
う
と

し
な
い
と
い
う
程
度
で
あ
れ
ば
、
政
府
自
体
が
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
ま
た
我
々
は
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
民
間
機
関
が
特
定
の
外
国
の
一
つ
あ
る
い
は
複
数
に
こ
の
国
に
つ
い
て
の
情
報
を
伝
え
ら
れ
な
い
か
伝
え
よ
う
と
し
な
い

場
合
、
政
府
が
そ
う
し
た
欠
陥
を
補
う
た
め
に
政
府
自
体
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
る
こ
と
を
勧
告
す

る
。

プ
レ
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
こ
と

一
、
我
々
は
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
関
が
情
報
や
議
論
の
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
ー
の
責
任
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

二
、
我
々
は
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
関
が
自
ら
の
領
域
で
の
新
し
い
実
験
的
活
動
に
資
金
調
達
す
る
責
任
を
引
き
受
け
る

（
一
〇
四
四
）
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反
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使
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さ
れ
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で
あ
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コ
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ニ
ケ
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シ
ョ
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に
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中
が
必
要
な
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、
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は
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が
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の
よ
う
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集
中
で
利
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を
得
る
か
に
気
を
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る
よ
う
努
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る
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と
を
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る
。

三
、
名
誉
毀
損
の
現
行
救
済
措
置
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
我
々
は
被
害
者
側
が
加
害
者
に
よ
る
事
実
の
取
り
消
し
あ
る
い
は
い
い

直
し
、
ま
た
は
反
論
の
機
会
を
獲
得
し
う
る
法
の
制
定
を
勧
告
す
る
。

四
、
我
々
は
暴
力
を
生
ず
る
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
が
存
在
し
な
い
場
合
、
我
が
国
の
制
度
の
革
命
的
変
革
の
た
め
の
表
現
を
禁
止

す
る
法
の
制
定
は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

五
、
我
々
は
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
政
府
が
そ
の
政
策
に
関
す
る
事
実
や
根
底
を
な
す
目
的
を
公

衆
に
伝
え
る
こ
と
と
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
民
間
機
関
が
政
府
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
務
ま
ら
な
い
か
務
め
よ
う
と

し
な
い
と
い
う
程
度
で
あ
れ
ば
、
政
府
自
体
が
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
ま
た
我
々
は
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
民
間
機
関
が
特
定
の
外
国
の
一
つ
あ
る
い
は
複
数
に
こ
の
国
に
つ
い
て
の
情
報
を
伝
え
ら
れ
な
い
か
伝
え
よ
う
と
し
な
い

場
合
、
政
府
が
そ
う
し
た
欠
陥
を
補
う
た
め
に
政
府
自
体
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
る
こ
と
を
勧
告
す

る
。

プ
レ
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
こ
と

一
、
我
々
は
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
関
が
情
報
や
議
論
の
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
ー
の
責
任
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

二
、
我
々
は
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
関
が
自
ら
の
領
域
で
の
新
し
い
実
験
的
活
動
に
資
金
調
達
す
る
責
任
を
引
き
受
け
る

（
一
〇
四
四
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
二
九

こ
と
を
勧
告
す
る
。

三
、
我
々
は
プ
レ
ス
の
メ
ン
バ
ー
が
精
力
的
な
相
互
批
評
に
従
事
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

四
、
我
々
は
プ
レ
ス
が
自
ら
の
ス
タ
ッ
フ
の
能
力
、
独
立
性
、
効
率
性
の
向
上
の
た
め
に
考
え
ら
れ
う
る
す
べ
て
の
手
段
を
使
用
す

る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

五
、
我
々
は
ラ
ジ
オ
業
界
が
自
ら
の
番
組
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
最
良
の
新
聞
の
扱
い
方
と
同
様
に
広
告
を
扱
う
こ
と
を
勧
告
す
る
。

公
衆
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
こ
と

一
、
我
々
は
非
営
利
団
体
が
ア
メ
リ
カ
国
民
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
プ
レ
ス
の
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
性
、
量
、
質
の
供
給
支
援
を
す
る

こ
と
を
勧
告
す
る
。

二
、
我
々
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
領
域
の
先
端
研
究
、
調
査
、
発
表
の
学
術
─
専
門
職
セ
ン
タ
ー
の
創
設
を
勧
告
す
る
。
さ
ら
に

我
々
は
既
存
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
学
部
が
そ
の
学
生
に
最
も
広
く
多
く
の
一
般
教
養
を
獲
得
さ
せ
う
る
目
的
の
た
め
に
自
ら
の
大
学

の
す
べ
て
の
資
源
を
活
用
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

三
、
我
々
は
プ
レ
ス
の
業
務
に
関
す
る
年
次
評
価
や
報
告
を
行
う
新
し
い
独
立
機
関
の
設
立
を
勧
告
す
る
（
29
）

。

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
報
告
は
、「
巨
大
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
出
現
に
よ
る
国
家
（
な
い
し
政
府
）・
メ
デ
ィ
ア
＝
市
民
と
い
う
二

極
的
な
言
論
状
況
か
ら
国
家
（
な
い
し
政
府
）・
メ
デ
ィ
ア
・
市
民
と
い
う
三
極
的
な
言
論
状
況
へ
の
変
化
に
対
す
る
極
め
て
現
実
的
な
対

応
（
30
）

」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
プ
レ
ス
ば
か
り
で
な
く
、
政
府
や
公
衆
が
な
す
べ
き
こ
と
を
も
勧
告
す
る
、
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る

（
一
〇
四
五
）
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一
三
〇

の
で
あ
る
。

し
か
し
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
が
出
し
た
報
告
書
は
、
ル
ー
ス
を
失
望
さ
せ
た
。
そ
の
内
容
は
、
ル
ー
ス
を
は
じ
め
と
す
る
プ
レ
ス
の

経
営
者
達
に
は
、
聞
き
た
く
な
い
言
葉
だ
っ
た
。
ル
ー
ス
達
は
、
委
員
会
の
報
告
を
非
難
し
た
。
政
府
の
介
入
か
ら
の
自
由
は
、
メ
デ
ィ

ア
の
公
的
奉
仕
の
義
務
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
的
奉
仕
の
た
め
の
自
由
は
、
政
府
の
介
入
か
ら
の
自
由
の
前
提
で
あ
る
、
と
す

る
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
基
本
的
な
主
張
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
。
ま
る
で
チ
ェ
ー
ン
化
し
た
新
聞
社
や
一
都
市
一
紙
状
態
の
日
刊
紙

が
、
伝
統
的
な
自
由
市
場
の
原
理
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
か
の
よ
う
に
、
思
想
の
自
由
市
場
論
に
執
着
し
た
。
そ
し
て
当
時
の
メ

デ
ィ
ア
企
業
の
仕
事
は
、
市
民
の
知
る
権
利
た
め
に
ニ
ュ
ー
ス
や
意
見
を
供
給
す
る
の
で
は
な
く
、
広
告
主
に
読
者
・
視
聴
者
を
売
る
事

業
に
な
っ
て
い
っ
た
（
31
）

。

ま
た
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、「
公
衆
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
こ
と
」
の
二
番
目
の
勧
告
等
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
に
言
及
し

て
い
る
（
32
）

。
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
担
い
手
た
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
養
成
す
る
、
大
学
で
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
教
育
の
重
要
さ
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
基
本
的
な
立
場
と
し
て
は
、
各
大
学
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
学
部
は
、
そ
の
な

す
べ
き
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
、
と
の
強
い
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
言
及
に
対
し
て
、
Ａ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ｊ
（
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
学
部
学
科
協
会A
m

erican A
ssociation of S

chool and D
epartm

ent of Journalism

）
会
長
の
ロ
バ
ー
ト
・
Ｗ
・
デ
ズ
モ
ン
ド
は
、

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
学
部
に
関
す
る
と
こ
ろ
ほ
ど
、
こ
の
委
員
会
が
、
ふ
ん
だ
ん
に
奇
想
を
放
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
（
33
）

」
と
、
非
常
に

攻
撃
的
に
反
論
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
者
が
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
専
門

外
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
に
言
及
し
た
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
経
営
者
達
ば
か
り
で
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
者
達
か
ら
も
、

非
難
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
一
〇
四
六
）
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。
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か
し
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
が
出
し
た
報
告
書
は
、
ル
ー
ス
を
失
望
さ
せ
た
。
そ
の
内
容
は
、
ル
ー
ス
を
は
じ
め
と
す
る
プ
レ
ス
の

経
営
者
達
に
は
、
聞
き
た
く
な
い
言
葉
だ
っ
た
。
ル
ー
ス
達
は
、
委
員
会
の
報
告
を
非
難
し
た
。
政
府
の
介
入
か
ら
の
自
由
は
、
メ
デ
ィ

ア
の
公
的
奉
仕
の
義
務
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
的
奉
仕
の
た
め
の
自
由
は
、
政
府
の
介
入
か
ら
の
自
由
の
前
提
で
あ
る
、
と
す

る
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
基
本
的
な
主
張
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
。
ま
る
で
チ
ェ
ー
ン
化
し
た
新
聞
社
や
一
都
市
一
紙
状
態
の
日
刊
紙

が
、
伝
統
的
な
自
由
市
場
の
原
理
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
か
の
よ
う
に
、
思
想
の
自
由
市
場
論
に
執
着
し
た
。
そ
し
て
当
時
の
メ

デ
ィ
ア
企
業
の
仕
事
は
、
市
民
の
知
る
権
利
た
め
に
ニ
ュ
ー
ス
や
意
見
を
供
給
す
る
の
で
は
な
く
、
広
告
主
に
読
者
・
視
聴
者
を
売
る
事

業
に
な
っ
て
い
っ
た
（
31
）

。

ま
た
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、「
公
衆
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
こ
と
」
の
二
番
目
の
勧
告
等
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
に
言
及
し

て
い
る
（
32
）

。
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
担
い
手
た
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
養
成
す
る
、
大
学
で
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
教
育
の
重
要
さ
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
基
本
的
な
立
場
と
し
て
は
、
各
大
学
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
学
部
は
、
そ
の
な

す
べ
き
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
、
と
の
強
い
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
言
及
に
対
し
て
、
Ａ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ｊ
（
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
学
部
学
科
協
会A

m
erican A

ssociation of S
chool and D

epartm
ent of Journalism

）
会
長
の
ロ
バ
ー
ト
・
Ｗ
・
デ
ズ
モ
ン
ド
は
、

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
学
部
に
関
す
る
と
こ
ろ
ほ
ど
、
こ
の
委
員
会
が
、
ふ
ん
だ
ん
に
奇
想
を
放
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
（
33
）

」
と
、
非
常
に

攻
撃
的
に
反
論
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
者
が
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
専
門

外
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
に
言
及
し
た
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
経
営
者
達
ば
か
り
で
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
者
達
か
ら
も
、

非
難
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
一
〇
四
六
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
三
一

一
連
の
反
応
や
批
判
が
、
正
当
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
報
告
書
『
自
由
で
責
任
あ
る
プ

レ
ス
』
は
、
発
表
当
初
高
く
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
の
業
界
か
ら
も
、
研
究
者
か
ら
も
非
難
さ
れ
た
り
、
無
視

さ
れ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。

三
、『
マ
ス
・
コ
ミ
の
自
由
に
関
す
る
四
理
論 

（F
ou

r T
h

eories of th
e P

ress

）』
と
社
会
的
責
任
論

メ
デ
ィ
ア
産
業
界
が
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
報
告
書
を
無
視
し
た
一
方
で
、
大
学
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
学
部
等
で
は
、
こ
の
報
告
書

を
真
剣
に
受
け
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
（
35
）

。
そ
の
発
端
が
、
一
九
五
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
フ
レ
ッ
ド
・
Ｓ
・
シ
ー
バ
ー
ト
、
セ
オ
ド

ア
・
ピ
ー
タ
ス
ン
、
ウ
ィ
ル
バ
ー
・
シ
ュ
ラ
ム
ら
に
よ
る
『
マ
ス
・
コ
ミ
の
自
由
に
関
す
る
四
理
論
（
以
下
『
四
理
論
』
と
す
る
）』
で
あ
る
。

『
四
理
論
』
は
、
そ
の
類
型
学
的
な
思
考
に
よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
献

の
副
題
は
「
プ
レ
ス
が
ど
う
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
何
を
す
べ
き
か
に
関
す
る
権
威
主
義
、
自
由
主
義
、
社
会
的
責
任
、
ソ
ビ
エ
ト
共
産
主

義
の
概
念
（
36
）

」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
四
つ
の
概
念
は
、「
プ
レ
ス
の
存
在
理
由
は
な
に
か
、
プ
レ
ス
が
、
国
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
違

う
目
的
に
奉
仕
し
た
り
、
非
常
に
異
な
っ
た
形
態
を
示
し
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
（
37
）

」
と
い
う
、
著
者
達
自
身
の
基
本
的
な
疑
問
に

対
す
る
自
ら
の
返
答
で
あ
る
。

『
四
理
論
』
で
は
、
こ
の
本
の
主
題
は
「
プ
レ
ス
は
常
に
そ
れ
が
活
動
し
て
い
る
社
会
の
、
社
会
的
政
治
的
構
造
に
応
じ
た
形
態
を
と

り
、
色
あ
い
を
お
び
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
は
、
個
人
と
機
構
と
の
関
係
を
規
律
し
て
い
る
社
会
的
統

制
制
度
を
反
映
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
レ
ス
を
体
系
的
に
理
解
す
る
に
は
、
社
会
の
こ
う
い
っ
た
側
面
を
理
解

（
34
）

（
一
〇
四
七
）
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一
三
二

す
る
こ
と
が
肝
心
だ
と
信
じ
て
い
る
（
38
）

」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
道
理
に
か
な
っ
て
お
り
、『
四
理
論
』
は
プ
レ
ス
の
シ
ス

テ
ム
が
、
異
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
や
哲
学
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
、
社
会
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
省
察
す
る
た
め

の
、
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
刺
激
を
供
給
し
た
の
で
あ
る
。
社
会
的
な
規
範
の
問
題
は
脇
に
置
い
て
、
価
値
自
由
の
立
場
を
取
る
社
会
科
学
的

慣
習
の
中
に
あ
っ
て
、『
四
理
論
』
は
政
治
的
価
値
や
専
門
職
倫
理
等
と
社
会
と
を
、
ど
の
よ
う
に
プ
レ
ス
が
関
係
づ
け
る
か
の
系
統
的

な
分
析
と
い
う
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
新
し
い
領
域
の
方
向
付
け
を
行
っ
た
。
プ
レ
ス
と
社
会
の
異
な
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
対

比
す
る
方
法
は
、
理
論
的
に
有
効
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
養
成
教
育
の
た
め
の
重
要
な
講
義
の
ツ
ー
ル
を
供
給
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
来
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
と
と
も
に
、
政
治
と
の
関
係
を
含
む
、
社
会
に
お
け
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
と

課
題
を
明
確
に
す
る
不
可
避
的
な
必
要
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
台
頭
し
て
き
た
学
問
領
域
に
は
、
応
え
ら
れ
る
も
の
が
ほ
と

ん
ど
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
『
四
理
論
』
が
こ
の
分
野
の
古
典
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。『
四
理
論
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
た
ぶ
ん
他
の

い
か
な
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
文
献
よ
り
も
、
多
く
の
回
数
増
刷
さ
れ
、
多
く
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
39
）

。

『
四
理
論
』
は
、『
自
由
で
責
任
あ
る
プ
レ
ス
』
で
主
張
さ
れ
た
考
え
方
に｢

社
会
的
責
任
論
」
と
名
付
け
、「
決
し
て
ハ
ッ
チ
ン
ス
委

員
会
の
学
者
グ
ル
ー
プ
の
こ
し
ら
え
た
抽
象
論
だ
と
片
づ
け
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
お
こ
う
。
ハ
ッ
チ
ン
ス

委
員
会
で
は
評
判
の
よ
く
な
か
っ
た
プ
レ
ス
の
一
派
は
、
こ
の
理
論
を
そ
う
扱
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
の
本
質
的
な
も
の
は
、

す
べ
て
、
委
員
会
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
、
責
任
あ
る
編
集
者
や
発
行
者
に
よ
っ
て
の
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
委
員
会
以
後

な
い
し
は
委
員
会
と
は
ま
っ
た
く
独
立
に
、
ほ
か
の
責
任
あ
る
編
集
者
や
発
行
者
に
よ
っ
て
も
表
明
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
現
実
の
趨
勢
で
あ
っ
て
、
机
上
の
空
論
で
は
な
い
（
40
）｣

と
し
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
図
式
化
し
て
い
る
。

（
一
〇
四
八
）
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す
る
こ
と
が
肝
心
だ
と
信
じ
て
い
る
（
38
）

」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
道
理
に
か
な
っ
て
お
り
、『
四
理
論
』
は
プ
レ
ス
の
シ
ス

テ
ム
が
、
異
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
や
哲
学
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
、
社
会
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
省
察
す
る
た
め

の
、
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
刺
激
を
供
給
し
た
の
で
あ
る
。
社
会
的
な
規
範
の
問
題
は
脇
に
置
い
て
、
価
値
自
由
の
立
場
を
取
る
社
会
科
学
的

慣
習
の
中
に
あ
っ
て
、『
四
理
論
』
は
政
治
的
価
値
や
専
門
職
倫
理
等
と
社
会
と
を
、
ど
の
よ
う
に
プ
レ
ス
が
関
係
づ
け
る
か
の
系
統
的

な
分
析
と
い
う
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
新
し
い
領
域
の
方
向
付
け
を
行
っ
た
。
プ
レ
ス
と
社
会
の
異
な
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
対

比
す
る
方
法
は
、
理
論
的
に
有
効
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
養
成
教
育
の
た
め
の
重
要
な
講
義
の
ツ
ー
ル
を
供
給
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
来
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
と
と
も
に
、
政
治
と
の
関
係
を
含
む
、
社
会
に
お
け
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
と

課
題
を
明
確
に
す
る
不
可
避
的
な
必
要
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
台
頭
し
て
き
た
学
問
領
域
に
は
、
応
え
ら
れ
る
も
の
が
ほ
と

ん
ど
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
『
四
理
論
』
が
こ
の
分
野
の
古
典
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。『
四
理
論
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
た
ぶ
ん
他
の

い
か
な
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
文
献
よ
り
も
、
多
く
の
回
数
増
刷
さ
れ
、
多
く
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
39
）

。

『
四
理
論
』
は
、『
自
由
で
責
任
あ
る
プ
レ
ス
』
で
主
張
さ
れ
た
考
え
方
に｢

社
会
的
責
任
論
」
と
名
付
け
、「
決
し
て
ハ
ッ
チ
ン
ス
委

員
会
の
学
者
グ
ル
ー
プ
の
こ
し
ら
え
た
抽
象
論
だ
と
片
づ
け
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
お
こ
う
。
ハ
ッ
チ
ン
ス

委
員
会
で
は
評
判
の
よ
く
な
か
っ
た
プ
レ
ス
の
一
派
は
、
こ
の
理
論
を
そ
う
扱
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
の
本
質
的
な
も
の
は
、

す
べ
て
、
委
員
会
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
、
責
任
あ
る
編
集
者
や
発
行
者
に
よ
っ
て
の
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
委
員
会
以
後

な
い
し
は
委
員
会
と
は
ま
っ
た
く
独
立
に
、
ほ
か
の
責
任
あ
る
編
集
者
や
発
行
者
に
よ
っ
て
も
表
明
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
現
実
の
趨
勢
で
あ
っ
て
、
机
上
の
空
論
で
は
な
い
（
40
）｣

と
し
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
図
式
化
し
て
い
る
。

（
一
〇
四
八
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
三
三

社
会
的
責
任
論

発
達
の
時
期
と
地
域
：
二
〇
世
紀
に
ア
メ
リ
カ
で
発
達
し
た
。

起
源
：
Ｗ
・
Ｅ
・
ホ
ッ
キ
ン
グ
の
著
書
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
、
実
際
家
お
よ
び
メ
デ
ィ
ア
倫
理
綱
領
か
ら
生
ま
れ
た
。

主
目
的
：
知
ら
せ
、
楽
し
ま
せ
、
売
る
こ
と
、
し
か
し
主
と
し
て
は
抗
争
を
討
論
の
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

メ
デ
ィ
ア
を
行
使
で
き
る
者
：
言
い
た
い
こ
と
の
あ
る
者
は
す
べ
て
権
利
を
も
つ
。

メ
デ
ィ
ア
統
制
の
方
式
：
社
会
の
世
論
、
消
費
者
の
行
動
、
お
よ
び
職
業
的
倫
理
。

禁
止
事
項
：
公
認
さ
れ
て
い
る
人
権
、
お
よ
び
重
要
な
社
会
的
利
益
の
重
大
な
侵
害
。

所
有
形
態
：
政
府
が
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
保
障
す
る
た
め
に
乗
り
出
す
必
要
の
あ
る
時
以
外
は
私
有
。

他
理
論
と
の
基
本
的
な
相
違
点
：
メ
デ
ィ
ア
は
社
会
的
責
任
の
義
務
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
負
わ
ぬ
ば
あ
い
は
、
誰
か
が
メ

デ
ィ
ア
の
行
動
を
監
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
点
（
41
）

。

『
四
理
論
』
に
よ
っ
て
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
考
え
方
は
、
社
会
的
責
任
論
と
い
う
規
範
理
論
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
各
大
学
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
の
中
で
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、『
四
理
論
』
を
学
ん
だ
者
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
現
場
で

多
数
派
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
社
会
的
責
任
論
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
規
範
理
論
研
究
の
主
流
と
な
る
の
で
あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
低
調
期
と
さ
れ
る
時
期
の
後
半
、
つ
ま
り
一
九
五
〇
年
代
と
一
九
六
〇
年
代
の
二
〇
年
間
は
、
既
述

の
よ
う
に
、
ま
だ
「
倫
理
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
文
献
は
登
場
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
代
わ
り
に
、
一
九
四
七
年
の
報
告
書
刊

行
時
点
で
は
無
視
さ
れ
た
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
考
え
方
が
見
直
さ
れ
、「
責
任
」
と
い
う
言
葉
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
重

（
一
〇
四
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
三
四

要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
42
）

。

お
わ
り
に

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
倫
理
学
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
大
学
教
育
で
養
成
さ
れ
る
べ
き
、
専
門
職
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
一

時
的
活
況
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
専
門
職
教
育
が
科
学
的
自
然
主
義
と
手
を
携
え
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
低
調
期
を
迎
え
る
こ
と
と

な
る
。

一
方
、
制
度
比
較
研
究
と
し
て
見
直
さ
れ
た
社
会
的
責
任
論
は
、
専
門
職
教
育
の
ツ
ー
ル
と
し
て
浸
透
し
て
い
っ
た
。
社
会
的
責
任
論

の
浸
透
は
、
技
術
論
と
し
て
の
客
観
報
道
や
、
社
会
科
学
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
延
長
上
の
ニ
ュ
ー
ス
分
析
等
に
終
始
し
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
、
と
い
う
本
質
を
追
究
し
な
く
な
っ
て
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
、
倫
理
学
を
呼
び
戻
し
た
と
い
え
る
。

そ
の
意
味
で
極
め
て
重
要
な
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
で
も
、
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
も
証
明
で
き
る
。
つ
ま
り
社
会
的

責
任
論
の
登
場
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
倫
理
学
の
確
立
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
一
時
的
活
況
か
ら
低

調
期
に
か
け
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
は
、
専
門
職
教
育
に
翻
弄
さ
れ
る
歴
史
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。

し
か
し
社
会
的
責
任
論
は
、
あ
く
ま
で
も
制
度
類
型
、
あ
る
い
は
制
度
比
較
と
い
っ
た
法
学
的
・
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
生
じ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
倫
理
学
的
・
哲
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
史
の
中
で
重
要
な

位
置
を
占
め
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
規
範
理
論
の
重
要
性
に
目
を
向
け
さ
せ
た
、
と
い
う
役
割
で
あ
っ
て
、
規
範
理

論
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
隆
盛
は
、
こ
の
社
会
的
責
任
論
に
対
し
て
、
肯
定
的
で
あ
れ
、
否
定
的
で
あ
れ
、
批
判
的
な
所
論

（
一
〇
五
〇
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
三
四

要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
42
）

。

お
わ
り
に

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
倫
理
学
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
大
学
教
育
で
養
成
さ
れ
る
べ
き
、
専
門
職
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
一

時
的
活
況
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
専
門
職
教
育
が
科
学
的
自
然
主
義
と
手
を
携
え
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
低
調
期
を
迎
え
る
こ
と
と

な
る
。

一
方
、
制
度
比
較
研
究
と
し
て
見
直
さ
れ
た
社
会
的
責
任
論
は
、
専
門
職
教
育
の
ツ
ー
ル
と
し
て
浸
透
し
て
い
っ
た
。
社
会
的
責
任
論

の
浸
透
は
、
技
術
論
と
し
て
の
客
観
報
道
や
、
社
会
科
学
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
延
長
上
の
ニ
ュ
ー
ス
分
析
等
に
終
始
し
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
、
と
い
う
本
質
を
追
究
し
な
く
な
っ
て
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
、
倫
理
学
を
呼
び
戻
し
た
と
い
え
る
。

そ
の
意
味
で
極
め
て
重
要
な
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
で
も
、
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
も
証
明
で
き
る
。
つ
ま
り
社
会
的

責
任
論
の
登
場
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
倫
理
学
の
確
立
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
一
時
的
活
況
か
ら
低

調
期
に
か
け
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
は
、
専
門
職
教
育
に
翻
弄
さ
れ
る
歴
史
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。

し
か
し
社
会
的
責
任
論
は
、
あ
く
ま
で
も
制
度
類
型
、
あ
る
い
は
制
度
比
較
と
い
っ
た
法
学
的
・
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
生
じ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
倫
理
学
的
・
哲
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
史
の
中
で
重
要
な

位
置
を
占
め
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
規
範
理
論
の
重
要
性
に
目
を
向
け
さ
せ
た
、
と
い
う
役
割
で
あ
っ
て
、
規
範
理

論
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
隆
盛
は
、
こ
の
社
会
的
責
任
論
に
対
し
て
、
肯
定
的
で
あ
れ
、
否
定
的
で
あ
れ
、
批
判
的
な
所
論

（
一
〇
五
〇
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
三
五

が
登
場
す
る
の
を
待
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
と
し
て
、
現
在
の
研
究
対
象
を
も
カ
バ
ー
し
て
い
た
優
れ
た
研
究
と
評
価
さ
れ
る
、

一
時
的
活
況
の
五
文
献
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
規
範
理
論
研
究
の
ス
タ
ー
ト
・
ラ
イ
ン
で
は
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い

て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
倫
理
学
や
規
範
理
論
の
研
究
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
だ
し
た
時
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
メ
リ
ル
や
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

ズ
は
、
法
学
的
・
制
度
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
倫
理
学
的
・
道
徳
哲
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
を
訴
え
た
。
哲
学
的
な
基
盤
を
持
っ
た

規
範
理
論
研
究
と
、
法
規
範
の
研
究
の
役
割
の
違
い
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
な
議
論
を
呼
び
起
こ

す
切
っ
掛
け
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
規
範
理
論
研
究
の
原
点
と
も
い
え
る
位
置
を
占
め
た
の
は
、
法
学
的
・
制
度
論
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
、
プ
レ
ス
の
自
由
論
の
再
検
討
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
生
ま
れ
た
社
会
的
責
任
論
が
、
ア
メ

リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
規
範
理
論
研
究
の
原
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
本
論
は
、「
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）：
極
化
現
象
の
分
析
と
『
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
』
時
代
の
倫
理

学
的
視
座
の
探
求
（
研
究
種
目
：
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
一
般
　
研
究
課
題
番
号
：
一
八
Ｋ
〇
〇
〇
四
九
：
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
～
二
〇
二
一
年
三
月

三
一
日
）」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

註（
1
） C

hristians, C
lifford G

. 

（1991

）. “C
om

m
unication E

thics ” C
om

m
u

n
ication

 R
esearch

 T
ren

d
s, V

ol.11, N
o.4, p.1.

（
2
） L

am
beth, E

dm
und B

. 

（1988

） “M
arsh, M

esa, and M
ountain: E

volution of the C
ontem

porary S
tudy of E

thics of Journalism
 

and M
ass C

om
m

unication in N
orth A

m
erica. ” Jou

rn
al of M

ass M
ed

ia E
th

ics, V
ol.3 N

o.2, pp.20-25.

（
一
〇
五
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
三
六

（
3
） S

haw
, D

onald L
. 

（1967

） “N
ew

s B
ias and the T

elegraph: a S
tudy of H

istorical C
hange. ” Jou

rn
alism

 Q
u

arterly, V
ol.44, 

pp.6-10.
（
4
） E

m
ery, M

ichael, E
m

ery, E
dw

in&
 R

oberts, N
ancy L

. 

（2000

） T
h

e P
ress an

d
 A

m
erica: A

n
 In

terpretive H
istory of th

e M
ass 

M
ed

ia, 9th
 ed. N

eedham
 H

eights: A
llyn &

 B
acon. p.157. 

な
お
、
訳
書
と
し
て
大
井
眞
二
、
武
市
英
雄
、
長
谷
川
倫
子
、
別
府
三
奈
子
、
水

野
剛
也
（
二
〇
一
六
）『
ア
メ
リ
カ
報
道
史
　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
視
点
か
ら
観
た
米
国
史
』
参
照
。

（
5
） P

ilgrim
, T

im
 A

. 

（1987

） “P
rivacy and A

m
erican Journalism

: A
n E

conom
ic C

onnection. ” Jou
rn

alism
 H

istory, V
ol.14, N

o.1, 

p.23.

（
6
） Ibid.

（
7
） W

arren, S
am

uel D
. &

 B
randeis, L

ouis D
. 

（1890

） “T
he R

ight to P
rivacy. ” H

arvard
 L

aw
 R

eview
, V

ol.4, N
o.1, p.196.

（
8
） E

m
ery, M

ichael, E
m

ery, E
dw

in&
 R

oberts, N
ancy L

. 

（2000

） op. cit., p.157.

（
9
） C

hristians, C
lifford G

. &
 C

overt, C
atherine L

. 

（1980

） T
each

in
g E

th
ics in

 Jou
rn

alism
 E

d
u

cation. H
astings-on-H

udson: 

T
he H

astings C
enter. p.1.

（
10
） F

erré, John P
. 

（2009

） “A
 S

hort H
istory of M

edia E
thics in the U

nited S
tates. ” in W

ilkins, L
ee &

 C
hristians, C

lifford G
. 

（eds.

） T
h

e H
an

d
book of M

ass M
ed

ia E
th

ics. N
ew

 Y
ork:R

outledge, pp.19-20.

（
11
） 

こ
の
時
期
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
如
何
に
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
別
府
三
奈
子
（
二
〇
〇
六
）『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
起
源
』
世
界
思
想
社
　
一
二
五
頁
～
一
四
九
頁
参
照
。

（
12
） C

hristians, C
lifford G

. 

（1977

） “F
ifty Y

ears of S
cholarship in M

edia E
thics. ” Jou

rn
al of C

om
m

u
n

ication, V
ol.27, N

o.4, 

pp.20-21.

（
13
） C

hristians, C
lifford G

., F
erré, John P

., &
 F

ackler, P
. M

ark 
（1993

）. G
ood

 N
ew

s: S
ocial E

th
ics &

 th
e P

ress. N
ew

 Y
ork: 

O
xford U

niversity P
ress. pp.32-33.

（
14
） G

ibbons, W
illiam

 F
uthey 

（1926

） N
ew

s E
th

ics: A
 D

iscu
ssion

 of G
ood

 P
ractice for Jou

rn
alists. A

nn A
rbor: E

dw
ards B

ros.

（
一
〇
五
二
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
三
六

（
3
） S

haw
, D

onald L
. 

（1967

） “N
ew

s B
ias and the T

elegraph: a S
tudy of H

istorical C
hange. ” Jou

rn
alism

 Q
u

arterly, V
ol.44, 

pp.6-10.

（
4
） E

m
ery, M

ichael, E
m

ery, E
dw

in&
 R

oberts, N
ancy L

. 

（2000

） T
h

e P
ress an

d
 A

m
erica: A

n
 In

terpretive H
istory of th

e M
ass 

M
ed

ia, 9th
 ed. N

eedham
 H

eights: A
llyn &

 B
acon. p.157. 

な
お
、
訳
書
と
し
て
大
井
眞
二
、
武
市
英
雄
、
長
谷
川
倫
子
、
別
府
三
奈
子
、
水

野
剛
也
（
二
〇
一
六
）『
ア
メ
リ
カ
報
道
史
　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
視
点
か
ら
観
た
米
国
史
』
参
照
。

（
5
） P

ilgrim
, T

im
 A

. 

（1987

） “P
rivacy and A

m
erican Journalism

: A
n E

conom
ic C

onnection. ” Jou
rn

alism
 H

istory, V
ol.14, N

o.1, 

p.23.

（
6
） Ibid.

（
7
） W

arren, S
am

uel D
. &

 B
randeis, L

ouis D
. 

（1890

） “T
he R

ight to P
rivacy. ” H

arvard
 L

aw
 R

eview
, V

ol.4, N
o.1, p.196.

（
8
） E

m
ery, M

ichael, E
m

ery, E
dw

in&
 R

oberts, N
ancy L

. 

（2000

） op. cit., p.157.

（
9
） C

hristians, C
lifford G

. &
 C

overt, C
atherine L

. 

（1980

） T
each

in
g E

th
ics in

 Jou
rn

alism
 E

d
u

cation. H
astings-on-H

udson: 

T
he H

astings C
enter. p.1.

（
10
） F

erré, John P
. 

（2009

） “A
 S

hort H
istory of M

edia E
thics in the U

nited S
tates. ” in W

ilkins, L
ee &

 C
hristians, C

lifford G
. 

（eds.

） T
h

e H
an

d
book of M

ass M
ed

ia E
th

ics. N
ew

 Y
ork:R

outledge, pp.19-20.

（
11
） 

こ
の
時
期
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
如
何
に
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
別
府
三
奈
子
（
二
〇
〇
六
）『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
起
源
』
世
界
思
想
社
　
一
二
五
頁
～
一
四
九
頁
参
照
。

（
12
） C

hristians, C
lifford G

. 

（1977

） “F
ifty Y

ears of S
cholarship in M

edia E
thics. ” Jou

rn
al of C

om
m

u
n

ication, V
ol.27, N

o.4, 

pp.20-21.

（
13
） C

hristians, C
lifford G

., F
erré, John P

., &
 F

ackler, P
. M

ark 

（1993

）. G
ood

 N
ew

s: S
ocial E

th
ics &

 th
e P

ress. N
ew

 Y
ork: 

O
xford U

niversity P
ress. pp.32-33.

（
14
） G

ibbons, W
illiam

 F
uthey 

（1926

） N
ew

s E
th

ics: A
 D

iscu
ssion

 of G
ood

 P
ractice for Jou

rn
alists. A

nn A
rbor: E

dw
ards B

ros.

（
一
〇
五
二
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
三
七

（
15
） C

hristians, C
lifford G

. 

（2000

） “A
n Intellectual H

istory of M
edia E

thics. ” in P
ttyn, B

art 

（ed.

） M
ed

ia E
th

ics: O
pen

in
g 

S
ocial D

ialogu
e. L

euven:P
eeters, pp.21-23. 

（
16
） W

hite, R
obert A

. 

（1989

） “S
ocial and P

olitical F
actors in the D

evelopm
ent of C

om
m

unication E
thics. ” in C

ooper, T
hom

as 

W
., C

hristians, C
lifford G

., P
lude, F

rances F
orde &

 W
hite, R

obert A
. 

（eds.

） C
om

m
u

n
ication

 E
th

ics an
d

 G
lobal C

h
an

ge. 

W
hite P

lains:L
ongm

an p.46.

（
17
） C

hristians, C
lifford G

. 

（2000

） op. cit., pp.21-24.

（
18
） 

正
式
名
称
は
、C

om
m

ission on F
reedom

 of the P
ress 

だ
が
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｍ
・
ハ
ッ
チ
ン
ス
が
委
員
長
で
あ
っ
た
た
め
、
ハ
ッ
チ
ン
ス

委
員
会
と
も
い
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
委
員
会
の
名
称
や
報
告
書
で
使
用
さ
れ
る｢

プ
レ
ス｣

と
い
う
言
葉
は
、
当
時
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
ほ
ぼ

同
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
論
に
お
い
て
も
、
プ
レ
ス
、
メ
デ
ィ
ア
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
互
換
的
に
使
用
し
て
い
る
。

（
19
） C

om
m

ission on F
reedom

 of the P
ress 

（1947

） （reprint 1974

） A
 F

ree an
d

 R
espon

sible P
ress: A

 G
en

eral R
eport on

 M
ass 

C
om

m
u

n
ication

: N
ew

spapers, R
ad

io, M
otion

 P
ictu

res, M
agazin

es, an
d

 B
ooks. C

hicago: U
niversity of C

hicago P
ress. 

な
お
、

訳
書
と
し
て
日
本
新
聞
協
会
編
集
部
（
一
九
四
九
）『
新
聞
の
自
由
と
責
任
』
日
本
新
聞
協
会
、
渡
辺
武
達
（
二
〇
〇
八
）『
自
由
で
責
任
あ
る
メ

デ
ィ
ア
』
論
創
社
参
照
。

（
20
） 

林
香
里
（
二
〇
〇
一
）「『
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
理
論
』
再
訪
─
『
米
国
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
』
一
般
報
告
書
提
出
か
ら
53
年
を
経
て
─
」

『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』
第
五
八
号
一
一
三
頁
。

（
21
） C

hristians, C
lifford G

., F
erré, John P

. &
 F

ackler, P
. M

ark 

（1993

） op. cit., p.37.

（
22
） N

ordenstreng, K
aarle &

 C
hristians C

lifford G
. 

（2004
） “S

ocial R
esponsibility W

orldw
ide. ” Jou

rn
al of M

ass M
ed

ia 

E
th

ics, V
ol.19, N

o.1, p.4.

（
23
） 

ル
ー
ス
は
、
週
刊
ニ
ュ
ー
ス
雑
誌
『
タ
イ
ム
』、
週
刊
写
真
雑
誌
『
ラ
イ
フ
』、
月
刊
誌
『
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
』
と
『
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ア
ル
・

フ
ォ
ー
ラ
ム
』、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
制
作
会
社
、
ラ
ジ
オ
番
組
『
マ
ー
チ
・
オ
ブ
・
タ
イ
ム
』、
当
時
は
売
却
し
て
い
た
が
、
大
都
市
の
ラ
ジ

オ
局
Ｗ
Ｑ
Ｘ
Ｒ
と
ラ
ジ
オ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
出
資
し
て
い
た
。C

om
m

ission on F
reedom

 of the P
ress 

（1947

） （reprint 1974

） 

（
一
〇
五
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
三
八

op. cit., p.45.
（
24
） F

erré, John P
. 

（2009

） op. cit., pp.21-22.
（
25
） C

om
m

ission on F
reedom

 of the P
ress 

（1947

） （reprint 1974

） op. cit., pp.v-vi.

（
26
） Ibid., pp.30-51.

（
27
） Ibid., p. 1.

（
28
） Ibid., pp. 20-29.

（
29
） Ibid., pp. 79-106.

（
30
） 

大
井
眞
二
、
谷
藤
悦
史
（
一
九
九
二
）「
近
代
の
始
ま
り
─
『
プ
レ
ス
の
自
由
論
』
再
考
に
向
け
て
」『
新
聞
学
評
論
』
第
四
〇
号
五
〇
頁
。

（
31
） F

erré, John P
. 

（2009
） op. cit., p.22.

（
32
） 

な
お
、『
自
由
で
責
任
あ
る
プ
レ
ス
』
の
第
五
章
「
自
主
規
制
」
の｢

専
門
職
化
」
と
い
う
節
で
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
に
触
れ
て
い
る
。

C
om

m
ission on F

reedom
 of the P

ress 
（1947

） （reprint 1974

） op. cit., pp.76-78.

（
33
） D

esm
ond, R

obert W
. 

（1947

） “O
f a F

ree and R
esponsible P

ress, ” Jou
rn

alism
 Q

u
arterly. N

o.24, pp.188-192.

（
34
） S

iebert, F
red S

., P
eterson, T

heodore &
 S

chram
m

, W
ilbur 

（1956=1959

） F
ou

r T
h

eories of th
e P

ress: T
h

e A
u

th
oritarian

, 

L
ibertarian

, S
ocial R

espon
sibility, an

d
 S

oviet C
om

m
u

n
ist C

on
cepts of W

h
at th

e P
ress S

h
ou

ld
 B

e an
d

 D
o. U

rbana: 

U
niversity of Illinois P

ress. 

（
内
川
芳
美
『
マ
ス
・
コ
ミ
の
自
由
に
関
す
る
四
理
論
』
東
京
創
元
社
）

（
35
） F

erré, John P
. 

（2009

） op. cit., p.22.

（
36
） L

ibertarian

の
訳
を
自
由
主
義
と
し
た
。
他
の
論
文
を
含
め
て
、
普
段
は
リ
バ
タ
リ
ア
ン
と
カ
タ
カ
ナ
で
書
い
て
い
る
が
、『
四
理
論
』
で
は
、

自
由
主
義
と
い
う
訳
が
既
に
定
着
し
て
い
る
の
で
、『
四
理
論
』
の
場
合
の
み
自
由
主
義
と
い
う
訳
を
用
い
る
。

（
37
） S

iebert, F
red S

., P
eterson, T

heodore &
 S

chram
m

, W
ilbur 

（1956=1959

）op. cit., p.1.

　
前
掲
書
一
一
頁
。

（
38
） Ibid., pp.1-2.

　
同
書
一
二
頁
。

（
39
） C

hristians, C
lifford G

., G
lasser, T

heodore L
., M

cQ
uail, D

enis, N
ordenstreng, K

aarle, &
 W

hite, R
obert A

. 

（2009

）  

（
一
〇
五
四
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
三
八

op. cit., p.45.

（
24
） F

erré, John P
. 

（2009

） op. cit., pp.21-22.

（
25
） C

om
m

ission on F
reedom

 of the P
ress 

（1947

） （reprint 1974

） op. cit., pp.v-vi.

（
26
） Ibid., pp.30-51.

（
27
） Ibid., p. 1.

（
28
） Ibid., pp. 20-29.

（
29
） Ibid., pp. 79-106.

（
30
） 

大
井
眞
二
、
谷
藤
悦
史
（
一
九
九
二
）「
近
代
の
始
ま
り
─
『
プ
レ
ス
の
自
由
論
』
再
考
に
向
け
て
」『
新
聞
学
評
論
』
第
四
〇
号
五
〇
頁
。

（
31
） F

erré, John P
. 

（2009

） op. cit., p.22.

（
32
） 

な
お
、『
自
由
で
責
任
あ
る
プ
レ
ス
』
の
第
五
章
「
自
主
規
制
」
の｢

専
門
職
化
」
と
い
う
節
で
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
に
触
れ
て
い
る
。

C
om

m
ission on F

reedom
 of the P

ress 

（1947

） （reprint 1974

） op. cit., pp.76-78.

（
33
） D

esm
ond, R

obert W
. 

（1947

） “O
f a F

ree and R
esponsible P

ress, ” Jou
rn

alism
 Q

u
arterly. N

o.24, pp.188-192.

（
34
） S

iebert, F
red S

., P
eterson, T

heodore &
 S

chram
m

, W
ilbur 

（1956=1959

） F
ou

r T
h

eories of th
e P

ress: T
h

e A
u

th
oritarian

, 

L
ibertarian

, S
ocial R

espon
sibility, an

d
 S

oviet C
om

m
u

n
ist C

on
cepts of W

h
at th

e P
ress S

h
ou

ld
 B

e an
d

 D
o. U

rbana: 

U
niversity of Illinois P

ress. 

（
内
川
芳
美
『
マ
ス
・
コ
ミ
の
自
由
に
関
す
る
四
理
論
』
東
京
創
元
社
）

（
35
） F

erré, John P
. 

（2009

） op. cit., p.22.

（
36
） L

ibertarian

の
訳
を
自
由
主
義
と
し
た
。
他
の
論
文
を
含
め
て
、
普
段
は
リ
バ
タ
リ
ア
ン
と
カ
タ
カ
ナ
で
書
い
て
い
る
が
、『
四
理
論
』
で
は
、

自
由
主
義
と
い
う
訳
が
既
に
定
着
し
て
い
る
の
で
、『
四
理
論
』
の
場
合
の
み
自
由
主
義
と
い
う
訳
を
用
い
る
。

（
37
） S

iebert, F
red S

., P
eterson, T

heodore &
 S

chram
m

, W
ilbur 

（1956=1959

）op. cit., p.1.

　
前
掲
書
一
一
頁
。

（
38
） Ibid., pp.1-2.

　
同
書
一
二
頁
。

（
39
） C

hristians, C
lifford G

., G
lasser, T

heodore L
., M

cQ
uail, D

enis, N
ordenstreng, K

aarle, &
 W

hite, R
obert A

. 

（2009

）  

（
一
〇
五
四
）

専
門
職
教
育
と
社
会
的
責
任
論
（
塚
本
）

一
三
九

N
orm

ative T
h

eories of th
e M

ed
ia: Jou

rn
alism

 in
 D

em
ocratic S

ocieties, U
rbana and C

hicago: U
niversity of Illinois P

ress.
（
40
） S

iebert, F
red S

., P
eterson, T

heodore &
 S

chram
m

, W
ilbur 

（1956=1959

） op. cit., p.5.

　
前
掲
書
一
八
頁
。

（
41
） Ibid., p.7.

　
同
書
二
〇
頁
。

（
42
） M

errill, John C
. 

（1974

） （reprint 1990

） T
h

e Im
perative of F

reed
om

: A
 P

h
ilosoph

y of Jou
rn

alistic A
u

ton
om

y. N
ew

 Y
ork: 

F
reedom

 H
ouse. pp.84-86.

（
一
〇
五
五
）






